
令和 6年 7月吉日 

各  位 

（公社）愛媛県紙パルプ工業会 

 

断裁機の特別安全教育講習会ご案内 

 

ご存じでしょうか？断裁機オペレータは、安全講習を受ける必要があります。 

労働安全衛生法では、第 59 条等で、断裁機を使用する事業者は、雇い入れ時に安全又

は衛生のための教育を行う事。断裁業務に従事する人は、特別教育を受けなければ就業で

きないと定められています。 

 昨年に引き続き、断裁機のトップメーカー・イトーテック㈱の協力を得て、法令に対応

した特別教育（安全講習）を、下記のとおり開催することといたしました。 

 断裁機業務に従事する方で、未受講の方は、受講いただきますようご案内いたします。 

 

記 

１ 日 時  令和６年９月１３日（金）９時～１８時（休憩含む） 

       （後日、2時間程度の実技講習を行う予定です） 

２ 場 所  川之江ふれあい交流センター 大会議室 四国中央市川之江町 4069-1 

３ 講 師  岐阜県製本紙工工業組合 田中 稔 氏 

４ 受講料  会員 10,000円・非会員 15,000円／人（テキスト・資料代含む） 

５ 申込先  (公社)愛媛県紙パルプ工業会 Tel：0896-58-2055／Fax：0896-58-6240 

                  E-Mail：info@e-kami.or.jp 

６ 締 切  令和６年８月３０日（金） 

 

愛媛県紙パルプ工業会事務局行 Fax：０８９６－５８－６２４０ 

断裁機特別安全教育講習会申込書 

事業所名 
 

所在地 
〒 

担当者職氏名 
 Tel番号  

Fax番号  

受講者氏名  所属役職  

受講者氏名  所属役職  

受講者氏名  所属役職  

受講者氏名  所属役職  

受講者氏名  所属役職  



 



2024年度断裁機オペレーター に対する
特別教育「学科教育」実施のご案内

2024/7/5 

協賛イトーテック株式会社

断裁機をお持ちの事業主の皆様へ

断裁機は「労働安全衛生法第59条第3項」及び「労働安全衛生規則第36条2」に基づき、
労働省から『断裁機使用にあたっての特別教育（学科8時間以上・実技2時間以上）を受けていない者に
断裁機を使用させてはならない』との指導がだされています。
愛媛県紙パルプ工業会では、断裁機オペレーターを対象に学科教育を開催いたします。
断裁業務に従事する方で未受講の方は全員、受講頂きますようご案内いたします。

紙断裁機を使用されている皆様へ

使用頻度に関係なく、紙断裁機をご使用されている皆様は「特別教育」の受講が必須となっています。
今回のご案内は学科のみとなっておりますが、実技も受講していただく必要があります。
後日、実技受講の日を設定させていただきますので、別途ご案内させていただきます。
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